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東日本大震災に伴う被災者の市営住宅への 

一時受け入れ対応について（追加） 

 

1. 入居対象者 

① 平成 23 年 3 月 11 日に発生した平成 23 年（2011 年）東日本大震災による

被害で従来より住んでいた住居に住めなくなった方 

② 福島第 1、第 2原子力発電所事故に伴い、国の避難指示が出ている地域の方 

・避難区域（福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ圏内） 

・計画的避難区域（葛尾村、浪江町、飯館村、川俣町の一部、南相馬市の一部） 

・緊急時避難準備区域（広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部） 

 

2. 入居期間    

① 罹災者   １年間を限度としますが、状況に応じ、更に期間を延長することが

できます。     

② 避難者   １年間を限度としますが、状況に応じ、更に期間を延長することが

できます。 

ただし、避難指示が解除された場合については、退去に係る期間

（１ヶ月）を除き、延長は認めないこととします。 

 

3. 家賃・駐車場料・敷金 

 免 除 

 

4. 連帯保証人    

免 除 

 

5. 収入基準等要件 

 公営住宅法上の入居者資格要件を問わない 

 

6．募集団地 

   ・利根ヒルズこすか団地 201 号室（埼玉県羽生市大字小須賀 878-1） 

・南羽生団地 301 号室（埼玉県羽生市南羽生 3 丁目 26-2） 
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7. 募集周知方法 

    羽生市 HP 及び広報に掲載、市役所・市民プラザ・各公民館に掲示 

 

8. 申込時に必要な書類   

災害、避難時の居住地が確認できるもの 

 

9. 申込方法     

羽生市役所に来庁のうえ申し込みください。（代理人でも可） 

2 人以上の世帯を対象とさせていただきます。（1 人世帯不可） 

＊本人：住所、氏名、電話番号（確実に連絡がとれること） 

＊同居親族：氏名、続柄、生年月日、年齢 

＊その他特記事項（高齢者、障がい者等） 

＊申し込みの際は、入居を希望する部屋を指定していただきます。 

  （重複申込はできません。） 

＊入居対象者以外や暴力団員は入居できないことを了解願います。 

（申込時に同意書にサイン願います。） 

＊代理人の場合は、代理人の本人確認できる書類も必要 

 

10. 申込受付日時 

    平成 23 年 5 月 17 日（火）～平成 23 年 5 月 31 日（火） 

    全日とも 午前 8 時 30 分～午後 5 時まで 

 

11. 申込受付場所   

羽生市まちづくり部開発建築課（羽生市役所 2 階北側） 

    〒348-8601 埼玉県羽生市東 6-15  電話 048-561-1121（内線）261 

 

12．入居者決定方法 

    それぞれの部屋について申し込み件数が 2 件以上の場合は、抽選により

決定いたします。 

    また、入居資格要件は事後審査といたします。 

 

13. 優先入居について 

    【利根ヒルズこすか団地 201 号室】については、乳幼児・妊婦・障がい

者・高齢者（70 歳以上）が含まれる世帯に限らせていただきます。 

    【南羽生団地 301 号室】については、入居対象者（2 人世帯以上）であ

ればどなたでも申し込みできます。 
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14. 抽選日時     

平成 23 年 6 月 2 日（木）午前 10 時より  市役所 303 会議室 

     抽選には原則、申込者本人の立ち会いをお願いします。 

     やむを得ない事情で本人が立ち会えない場合、代理人の出席でも可と

します。（委任状が必要） 

 

15. 入居手続     

市営住宅一時使用許可書に必要事項を記入し、罹災証明書及び誓約書

を添付し開発建築課へ提出してください。 

     ＊被災状況等により用意ができない場合は、後日提出など別途対応 

     ＊上記の場合、入居者の住所が確認できるものが必要（写し） 

 

16．入居審査 

           審査結果により、下記①又は②に該当する場合は、入居を取り消しさせ

ていただきます。 

① 入居対象者でない方 

② 暴力団員の方 

 

17. 入居可能日    

入居資格の確認後とします。 

 

18. 入居に当たっての留意事項     

・光熱水費、団地共益費などは入居者が負担（手続含む）してください。 

   ・家電製品、ガス器具、家具等は入居者が用意してください。 

・食器等の生活品は入居者が用意してください。 

・退去時に入居者の責任による破損箇所がある場合は入居者負担で修繕し

ていただきます。 

 

 

＜お問合わせ先＞ 

                        〒348-8601 埼玉県羽生市東 6－15 

                        羽生市役所 開発建築課 建築係  

                   担当 ： 横山・小澤   

                        電話    048-561-1121 

                           Fax   048-561-6380 

                           HP アドレス http://www.city.hanyu.lg.jp/ 
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利根ヒルズこすか団地の概要 
構造・階層  RC 造・5 階建 

建築年次   平成 8 年（1996 年） 

住戸面積   82.02 ㎡ 

住戸タイプ  3LDK 

駐車場    有 

ガス器具   無 

最寄駅（秩父線西羽生駅） 約 1.8 ㎞ 

市内循環バス 1 日 4 本 

コンビニ   隣接（サンクス） 

スーパー   約 2.4 ㎞ 

薬局     約 2.4 ㎞ 

小学校    約 2.5 ㎞ 

中学校    約 2.0 ㎞ 

総合病院   約 1.8 ㎞ 

 ＊エレベーターは設置されておりません。 

南羽生団地の概要 
構造・階層  RC 造・4 階建 

建築年次   昭和 56 年（1981 年） 

住戸面積   64.36 ㎡ 

住戸タイプ  3DK 

駐車場    有 

ガス器具   無 

最寄駅(東部伊勢崎線南羽生駅）約 0.6 ㎞ 

市内循環バス 1 日 4 本 

コンビニ   約 1.0km 

スーパー   隣接 

薬局     隣接 

小学校    約 1.1 ㎞ 

中学校    約 2.7 ㎞ 

総合病院   約 5.5 ㎞ 

 ＊エレベーターは設置されておりません。 


